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年金局事業管理課長

年金受給資格期間短縮に伴う対応について

厚生労働行政の推進につきまして、平素から格段のご配慮を賜り厚く御礼申

し上げます。

今般、 「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年

金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成 28年法律第 84号。

以下「改正法J という。) J が平成 28 年 11月 24 日に公布され、平成 29

年 8 月 1 日に施行されることとなりました。改正法により、公的年金の受給資

格期聞が 25 年から 10 年に短縮されることに伴い、新たに約 64 万人の方が

年金受給権を得ることとなりますが、そのうちの大半は 65 歳以上の方であり、

その中には介護保険施設入所者等の介護保険サービスを利用されている方も含

まれると考えられます。

新たに年金受給権を得る方の年金裁定請求手続が確実に行われるよう、日本

年金機構(以下「機構」という。)及び年金事務所において、本年7月上旬まで

に、対象者の情報が印字された年金請求書を対象者の住所(自宅や介護保険施

設等)に順次送付することとしております。対象者におかれては、年金請求書
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により年金裁定請求手続を行っていただくこととなりますが、その際、御自身

だけでは手続が困難であり、周囲のサポートを必要とする方が一定程度いらっ

しゃることが想定されますので、年金裁定請求手続に関して、介護保険施設等

において、対象者に対する必要な助言等を行っていただけるようお願いいたし

ます。その際、対象者から相談を受けた介護保険施設の職員等では対応を判断

できないケースについては、お近くの年金事務所の副所長までご相談ください。

具体的には、下記によりご対応いただきますよう、管内市区町村及び貴管下介

護保険施設等への周知等よろしくお願いいたします。

記

I 入所系・居住系サービス利用者への対応

1 年金請求書が施設に届いた場合の取扱い

機構においては、改正法施行日時点で、年金の受給資格を満たしている

者で、住所の把握が可能な者全員に対して、(別添1)の「年金請求書の送

付スケジュール」によって、(別添 2) の年金請求書 O]!J添 3 の黄色の封筒

に封入)を送付することとしています。

したがって、関係施設に年金請求書が届いた場合に、入所者本人に対し

て、ご自身で年金請求書の内容を十分にご確認いただく必要があること及

び不明点等について、(別添 4) の「ねんきんダイヤルJに相談可能である

ことを説明していただきますよう、お願いいたします。

また、実際に年金事務所の窓口にて年金の裁定請求手続を行う際には、

(別添4)の「ねんきんダイヤルJによって、事前に年金相談に係る予約

をしていただいた上で、年金事務所に赴いていただくこととなるため、そ

の旨を、入所者本人に対して説明いただきますよう、お願いいたします。

2 ご本人による確認が困難な場合の取扱い

入所者本人が認知症である等により、ご自身にて年金請求書の確認が困

難な事情がある場合には、施設職員がご家族、身元引受人又は後見人等に

対して、可能な範囲で年金請求書の確認を依頼していただけますと幸いで

す。

3 ご本人が年金事務所の窓口に出向けない場合の取扱い

障害等により、入所者本人が、年金事務所等の窓口に出向けない場合、

ご家族、身元引受人又は後見人等が、年金請求書に同封されている委任状

(別添 5) により、代理手続を行うことが考えられます。

代理人の確保が困難な場合には、委任状(別添 5) の「委任する内容」
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の 1 に丸を付けることにより、施設職員が代理提出を行うこともできます

ので、可能な範囲で実施していただけますと幸いです。

4 管轄の年金事務所との連携

障害等により、入所者に年金事務所へ赴いていただくことが困難であっ

たり、年金裁定請求手続にかかる支援が必要と認められる方がいらっしゃ

る場合で、 3 の実施等に当たり必要があるときには、まずはお近くの年金

事務所 (https:llwww. nenk 川 .go.jp/section/soudan/index 目 html) の副所

長までお気軽にご相談ください。

E .訪問系サービス利用者への対応

1 年金請求書がご本人の自宅等に届いた場合の取扱い

機構においては、改正法施行日時点で、年金の受給資格を満たしている

者で、住所の把握が可能な者全員に対して、(別添1)の「年金請求書の送

付スケジュール」によって、(別添 2) の年金請求書(別添 3 の黄色の封筒

に封入)を送付することとしています。

したがって、介護支援専門員等がご本人の自宅等を訪問した際に、年金

請求書が届いていることを確認できた際には、ご本人に対して、ご自身で

年金請求書の内容を十分にご確認いただく必要があること及び不明点等に

ついて、(別添4)の「ねんきんダイヤルJに相談可能であることを説明し

ていただきますよう、お願いいたします。

また、実際に年金事務所の窓口にて年金の裁定請求手続を行う際には、

(見IJ添4)の「ねんきんダイヤル」によって、事前に年金相談に係る予約

をしていただいた上で、年金事務所に赴いていただくこととなるため、そ

の旨を、ご本人に対して説明いただきますよう、お願いいたします。

2 ご本人による確認が困難な場合の取扱い

ご本人が認知症である等により、ご自身にて年金請求書の確認が困難な

事情がある場合には、介護支援専門員等がご家族、身元引受人又は後見人

等に対して、可能な範囲で年金請求書の確認を依頼していただけますと幸

いです。

3 ご本人が年金事務所の窓口に出向けない場合の取扱い

障害等により、ご本人が、年金事務所等の窓口に出向けない場合、ご家

族、身元引受人又は後見人等が、年金請求書に同封されている委任状(別

添5) により、代理手続を行うことが考えられます。
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O]IJ添1)

年金請求書の送付スケジュール

年金請求書の送付スケジュールは以下のとおり。

送付スケジュル 送付対象者

① 平成 29 年 2 月下旬~3 月下旬
〉 大正 15 年 4 月 2 日~昭和 17 年 l

4 月 1 日に生まれた方

② 平成 29 年 3 月下旬~4 月下旬
〉 昭和 17 年 4 月 2 日~昭和 23 年

4 月 1 目に生まれた方

③ 平成 29 年 4 月下旬~5 月下旬
〉 昭和 23 年 4 月 2 日~昭和 26 年

7 月 1 自に生まれた方

④ 平成 29 年 5 月下旬~6 月下旬
〉 昭和 26 年 7 月 2 日~昭和 3 0 年

1 0 月 1 日に生まれた方

〉 昭和 30 年 10 月 2 目~昭和 32

年 8 月 1 日に生まれた方

⑤ 平成 29 年 6 月下旬~7 月上旬 〉 大正 15 年 4 月 1 日以前に生まれ

た方(旧法対象者)

〉 共済組合等の加入期間を有する方

※ 1 送付スケジュール・対象者は現時点の案であり、変更することがある。

※ 2 男性は昭和 30 年8 月 1 日までに生まれた方が送付対象者となる。



【送付実施機関.
(別添 2)

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付

-この年金請求書には、日本年金機構でお預かりしている情報をあらかじめ印字しています。

印字内容が異なっている場合は、=置織を引いて町正してください。

(訂正した箇所については別途手続きが必要ですので、年金事務所等にご連絡ください。)

・ご本人(年金を受ける方)が記入する箇所は I コの部分です。

・代理人の方が提出する場合は、ご本人(年金を受ける方)が12 ページにある委任状をご記入ください。
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xx xx 様

署名欄 | ⑨|  
*ご本人(年金を受ける方)が自ら署名する場合は.押印は不要です。
代理人等がご本人目氏名を飽入した場合は、押印が必要です.

xx年xx月xx目

*日中に連絡が取れる電話番号(携帯も可)をご記入〈ださい.予備由電話番号(機帯も可)があればご肥入ください.

2. 年金の受取口座をご記入ください.貯曹貯金口座また貯曹寝食口座への撮込みはで曹ません.

@ 問機関 I I フロガナ I 
I (氏 I(名

|口座名義人 I
| 氏名 目

1ES 
種別

xxxx-xxxxxx 

金 1金融機関コード|支唐コード・(フDガナ〉

融

:1昔
送
金
先

眉
唐
所
所
所

本
支
張
本
支

出

金融機関またはゅうちょ銀行の証明
本通帳等の写し{金磁機関名、交官名、口座名義人氏名フ 9ガ
ナ、口座番号の面}を添付する揖合、医明は不要です.

1ページの氏名プ Pガナと、口座名義人の氏名フリガナが
同じであることを確隠して〈ださu、

亡互コ

貯金通帳の口座番号
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戸ページ(続紙を含む)の見方および訂正方法 E 
勤務した会社名などを表示していますが、会社名や船舶所有 加入した年金制度を表示しています。
者名が日本年金機構に登録されていない場合には、「厚生年 「園年」・・・国民年金(第1号被保険者・第3号被保険者)
金保険」または「船員保険Jと表示しています。 「厚年」・・・厚生年金保険
国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合については、 「船保」・・・船員保険
「公務員共済」、私立学校教職員共済については、「私学共 『共済」・・・国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、
済」と表示しています。 私立学校教職員共済など

また、国民年金に加入の場合l主、「国民年金」と表示していま *基金加入期間の有無については表示していません。

す。
r#J・・・年金制度聞で被保険者期聞が重複しているこ

年金制度に加入した期間(自・至)を とを表示しています。

表示しています。 r#J表示がある方Iま、複数の年金制度で重複した被保

現在加入中である場合には、(至)は
る近険必者〈の要期年が間金あの事り記ま務録す所を。帯おこへ持の記ち年録で金すの崎盤。求こ備の書をたをお据め申、曲し記さ出録れくをだる整RさEい備に.すお空欄となっています。

¥ 

事有者業名所名称称また(主は唐共名済組等)合名、船称舶等所 国勤民務年期金有の加ま入た(期は※) 間 司年制金度 ま事た業は所国(船民舶年所金有加者入)当の時所の在住地所 J考

(自)昭和41. 04. 01 
1 厚生年金保険 (歪)昭和48.10.01

厚年

2 国民年金
(自)昭和50.10.01

(至)平成02.04.01
国年

(自)平成02.04.01
3 ムム株式会社

(至)平成05.04.01
厚年

公務員共済
(自)平成05.04.01

4 
(至)平成15.08.01

共済

5 国民年金
( 自) 平f 成警1F 書5目1018 .003l 目

(至).. 0 1 局U、ノ 国年 .②， ××市00 町
1 -1 -1 

# 

|金l出歪)平成17.03.01 事 / 口口市00 町
6 00 商事側 平威17.08.01

厚年 3-Z-1 

¥¥え / 
、¥/' 

年金加入記録欄の訂正方法

①印字されている年金加入記録欄が異なっている場合は、二重線を引いて訂正してください。

②年金加入記録を訂正した場合I主、「事業所(船舶所有者)の所在地または国民年金加入当時の住所」欄もご記入ください。

③現在加入中((至)が空欄)の方が、年金を請求するまでの聞に退職などをされた場合は、退職日などの翌日を「勤務期間
または国民年金の加入期間」欄にご記入ください。

争厚生年金基金に加入していた方へ

この年金請求書とは別に手続きが必要です。

・基金に加入している(加入していた)期間については、
厚生年金基金にお問い合わせください。

・加入していた厚生年金基金の加入期聞が10 年未満
で脱退された場合および加入していた厚生年金基金
が解散している場合は企業年金連合会にお問い合わ
せください。

《企業年金連合会へのお問い合わせ先》

電話番号:0570-02-2666

* PHS'[P 電話からは 03-5777-2666

2 

-国民年金基金に加入していた方へ

この年金請求書とは別に手続きが必要です。

.基金に加入している(加入していた)期聞については、
国民年金基金にお問い合わせください。

・中途脱退者(60 歳になる前に基金を脱退した方。
ただし、 15 年以上基金に加入してた方を除く)は、
国民年金基金連合会にお問い合わせください。

《国民年金基金連合会へのお問い合わせ先》

電話番号:03-5411-0211

# 



3. これまでの年金の加入状況についてご檀既ください。

現在の年金加入記録を(2)に印字しています。)

(1 )次の年金制度の被保険者または組合員となったことがある場合は、枠内の該当する記号をOで囲んでください。

ア.国民年金

イ.厚生年金保険

ウ.船員保険(昭和61 年4月以後を除く)
エ.国家公務員共済組合
オ地方公務員等共済組合

カ.私立学校教職員共済
キ.廃止前の農林漁業団体職員共済組合
ク.恩給
ケ.地方公務員の退職年金に関する条例
コ.旧市町村職員共済組合

(2)下記の年金加入記録をご確認のうえ、印字肉容が異なっているところはこ璽線を引いて訂正してください。
訂正した場合には「事業所(船舶所有者)の所在地または国民年金加入当時の住所J欄をご記入ください。

事業名称(支庖名等)、船舶所 国勤民務年期金間の加ま入た期は間 年制金度 ま事た業は所園(船長舶年所金加有者入)当の時所の在住地所
有者名称または共済組合名称等

(※) 

X xxxxxxxxxxxx xxxx. xx. xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(※)厚年・船保・共済の(至)年月日については、退職日等の翌日を表示しています。

備考

X 

xxxxxxxxxxxx xxx-xxxxxx 

ご注意ください!

l 複数の年金手順書号をお持ちの方は、一部の隼金担保が基橿年金書号に反映されていない掴舎があり志す.
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事業所名称た(支は唐共名済等組)合、名船舶称所等 勤務期間または 年制度金 ま事た業は所国(船民舶年所金加有者入)当の時所の在住地所
備考

有者名称ま 国民年金の加入期間

(※) 

X xxxxxxxxxxxx xxxx. xx. xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 

、

(※)厚年・船保・共済の(至)年月日については、退職日等の翌日を表示しています。

xxxxxxxxxxxx xxx-xxxxxx 

3 (続紙)



.3ページ(続紙を含む)(こ印字されている期間以外に年金加入期間(国民年金、厚生年金

保険、船員保険、共済組合)がある場合は、その期間を下槻にご記入ください。

事有者業所名名称称また(支は唐共名済等組)合、名船舶称所等 国勤民務年期金間の加ま入た期は間 年金制度 ま事た業は所園(船長舶年所金加有者入)当の時所の在住地所

(※ 1) (※ 2) (※ 3) 

(自) 国年厚年
l 

(至) 船保共済

(自) 国年厚年
2 

(至) 船保共済

(自) 国年厚年
3 

(至) 船保共務

(自) 国年厚年
4 

(至) 船保共務

(自) 周年厚年
5 

(歪) 自ら唱共済

(自) 国年厚年
6 

(至) 払可畢共済

(自) 国年厚年
7 

(至) 船保共済

国年厚年
自

(自)

(至) 船保共済

9 
(自) 国年厚年

(至) 船保共済

(自) 国年厚年
10 

(至) 鮎喉共済

l 

2 

3 

この欄の記入例 |問if判 ド一一|

事有者業名所名称称また(支は庖共名済等組)合、名船舶称所等 国勤民務年期金間の加ま入た期は間 年金制度 ま事た業は所国ゆ民昔舶年所金加有者入)当の時所の在住地所

(※ 1) (※ 2) 

国民年金
(自)昭和48. 10.01 

ムム市xx町 J-%-3
(至)鴎 49.04. 目。1

00 会社(株)杉盤安宿
(自)昭和49.04. 目。1

至
00 市00 町3-%-J

(※ 1) 加入していた年金制度が国民年金の湯合、事業所名称の欄には「国民年金Jとこ言己入ください。

(※ 2) 駐留軍の施設関係に勤めていたことがある方は、事業所名称欄に部隊名、施設名、職種をできるかぎり

詳しくご記入ください。

(※ 3) 加入していた年金制度をOで囲んでください。

「国年」 …・国民年金(第 1号被保険者・第 3号被保険者)

「厚年」 ・・厚生年金保険

「払L保J ...ー・船員保険

「共済J ......国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済など

4 



[右の6ページを記入する際の注意事項 E 
.r年金」とは、老齢または退職年金、障害年金、遺族年金をいいます。

・「受けている」には、全額支給停止になっている年金がある場合も含みます。

表1 公的年金制度帯
.-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー田園田ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司ーーー

ア回国民年金

イ.厚生年金保険

ウ船員保険(昭和61 年4月以後を除く)

エ.国家公務員共済組合

(JT、JR、NTTの三共済組合を含む)

(昭和61 年4月前の長期給付に関する施行法を含む)

オ地方公務員等共済組合

(昭和例年4月前の長期給付に関する施行法を含む)

九私立学校教職員共済

キ目廃止前の農林漁業団体職員共済組合

仇恩給

ケ地方公務員の退職年金に関する条例

コ.日本製鉄八幡共済組合

サ改正前の執行官法附則第13 条

シ旧令による共済組合等からの年金受給者

のための特別措置法

ス戦傷病者戦没者遺族等援護法

(1)で、 rl 受けている」またはr3. 請求中』をOで囲んだ方は、

・「公的年金制度名」…表1から該当する公的年金制度等の記号を選択し、ご記入ください。

・「年金の種類』・H ・H ・..該当するものをOで囲んでください。

・r(自)年月 J..・H ・...年金を受けることとなった年月をご記入ください。

(rl 受けている」をOで囲んだ方のみご記入ください。)

ホzつ以上の年金を受ける権利を得た場合I主、原則として、どちらか一方の年金を選択することになり、もう一方の年金は
支給停止となります。年金を選択する際には、「隼金聾蛤週択申出書』の提出が必要です。

詳しくは、「ねんきんダイヤルJまたはお近〈の年金事務所までお問い合わせください。

-複数の雇用保険被保険者証等をお持ちの方は、直近に実付された雇用保険被保険者恒等に包蔵されている
被保険者香号をごE入のよ、書号が檀慢できる書煩の写しを添付して〈た'さい.

・最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から7年以上経過している方肱被保険者書号を毘入する必要は

ありません.(②の「事白書」の『ウ」をOで囲んで、署名または記名・押印してください。)

・雇用保険被保険者番号について、ご不明な点がありましたら、勤務先またはハローワークにお問い合わせ

ください。
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4. 現在の年金の畏鎗状況帯および雇用保院の加入状現についてご記入ください.
、一一一一 一→ー一 一一一…一一 一一一一一一一一~ー一一一一

(1)現在、左の 5ページ(表1)のいずれかの制度の年金を受けていますか。該当する番号を Oで囲んでください。

1.受けている(全額支給停止の場合を含む) 2 受けていない 3 請求中

(jl1. 受けている」をOで囲んだ方
添付書類については、同封の「年金の情求手編曹のご案内J(以下「パンフレツト」という)の4ページの記号Bをご覧ください。

公的年金制度名
年金の種類

(表 1より記号を選択)

-老齢または退職
-障害
-遺族

-老齢または退職
-障害
-遺族

-老齢または退職
-障害
-遺族

②r3. 情求中」をOで囲んだ方

公的年金制度渇
年金の種類

(表 1 より記号を選択)

-老齢主王冠逗顧
・障害
-遺族

(自)

昭和
平成

昭和
平成

昭和
平成

年 月 @ 年金証書の年金コード(4ケタ)
または記号番号等

年 月

年 月

年 月

↓加入した年金制度が国民年金のみの方、または平成29 年8月1目時点で65. 以上の方は次の (2)，(3)の記入は不要です

(2) 雇用保険に加入したことがありますか。「はい』または「いいえ』をOで囲んでください。

はい ・ いいえ

①「はい」をOで囲んだ方

雇用保険被保険者番号(10 桁または11 桁)を左踏めでご毘入ください。

添付書類については、パンフレyトの4ページのIil~Aをご覧ください。
最後に雇用保険の被保験者でなくなった日から7年以上経過している方は
下の「事由書」の「ウ」をOで囲み、署名または記名・押印してください。

1ft 雇用保険
保険者番号

②「いいえ」をOで圃んだ方
下の「事由書」の「ア」または「イJをOで囲み、署名または記名・押印してください。

亙 OI量E
私は以下の理由により、雇用保険被探検者証等を添付できません。
(該当する項目をOで囲んでください。)

ア.雇用保険の加入事業所に勤めていたが、雇用保険の被保険者から除外されていたため。
雇用保険法による適用事業所に雇用される者であるが、雇用保険被保険者の適用除外であり、
雇用保険被保険者証の交付を受けたことがない。(例 事業主、事業主の妻等)

イ.雇用保険に加入していない事業所に勤めていたため。
雇用保険法による適用事業所に雇用されたことがないため、雇用保険被保険者証の交付を
受けたことがない。

ウ.最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から7年以よ経過しているため。
過去に雇用保険被保険者証の交付を受けたが、老齢厚生年金の年金請求書受付目において、
最後に雇用保険被保険者の資格を喪失してから 7年以上経過している。

ホご本人(年金を受ける方)が自ら署名する場合は、押印は不要です
代理人等がご本人の氏名を記入した場合I孟、押印が必要です 署名 ⑨ 

(3) 60 歳から65 歳になるまでの聞に、雇用保険の基本手当(船員保険の場合は失業保険金)または高年齢雇用継続給付を
受けていますか。(または受けたことがありますか。 )rはい』または「いいえ』をOで囲んでください。

はい ・ いいえ
*これから受ける予定のある方は、年金事務所等にお問い合わせください。
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[右の8ページを記入する際の注意事項 E 
(田偶者または子がいる方は、以下の点に留意してご記入ください。)

配偶者と子について

:・毘偶者とは、夫または妻のことをいいます。また、婚姻の届け出はしていなくても、事実上ご本人
(年金を受17 る方)と「婚姻関係と同様の状態にある方』を含みます。

・子の年齢要件は、次のいずれかとなります。
a: 18歳になった後の最初の3 月31 固まで
b:国民年金法施行令別表に定める障害等級1級・2級の障害の状態にある場合lま20 歳未満

(例)aの場合
4月1日

v 
18歳の誕生日

v 
3月31 日

v 
丁
令

3月31 固までは加給年金額の加算対象となります。

*ご本人(年金を受ける方)によって、生計を維持されている配偶者または子がいる場合
=争加給年金額が加算されるととがあります. (詳しくは、 9ページをご確認ください。)

*ご本人(年金を受ける方)が配偶者によって生計を維持されている場合
=争螺智加算が加算されるととがあります. (詳しくは、 15 ページをご確認ください。)

③について、以下の点に留意してご記入ください。

・「公的年金制度名J一次(表1)に該当する公的年金制度等の記号を選択し、ご記入
ください。

・「年金の種類J.........該当するものをOで囲んでください。

・r(自)年月 J..・H ・...年金を受けることとなった年月をご記入ください。
(r1. 受けている」をOで囲んだ方のみご記入ください。)

*r年金」とは、老齢または退職年金、障害年金をいいます。

本「受けている」には、全額支給停止になっている年金がある場合も含みます。

義1 公的年金制度等

ア.国民年金

イ.厚生年金保険

ウ.船員保険(昭和例年4月以後を除く)

工.国家公務員共済組合

(J丁、 JR、Nπの三共済組合を含む)

(昭和61 年4月前の長期給付に関する施行法を含む)

オ.地方公務員等共済組合

(昭和61 年4月前の長期給付lこ関する施行法を含む)

カ.私立学校教職員共済

キ廃止前の農林漁業団体職員共済組合

ク.恩給

ケー地方公務員の退職年金に関する条例

コ日本製鉄八幡共済組合

サー改正前の執行官法附則第13 条

シ.旧令による共済組合等からの年金受給者

のための特別措置法

ス.戦傷病者戦没者遺族等援護法

7 
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5. E 偶者・子についてご記入ください。
一一 ー ~ 一一ー / 

| 日偶者は .. 占い

|し、ますか Io..V'  

I rはい」または「いいえJをOで囲んでください。いいえ lI rはい」の場合は(1)をご記入ください。

(1)配偶者についてご記入ください白 添付書類については、パンフレットの3ページの書号1をご覧ください。

①配偶者の氏名、生年月目、基礎年金番号、性別についてご記入ください。

E

和

成

大

昭

平
岡
H

阿
月年

，
生 年月 日

性別
1.男

2. 女

②配備者の住所がご本人(年金を受ける方)の住所と異なる場合は、毘偶者の住所をご記入ください。

郵便番号
1 1 1-1 1 li I I 

住所 市区

町村 建物名

(プPガナ}

③n<!偶者は現在、左の7ページの表1に記載されている年金を受けていますか。該当するものをOで囲んでください。

1 老齢・退職の年金を受けている 3 鰭求中

2. 障害の年金を受けている 4. いずれも受けていない

一 『・F

1 または 2 を l~ をOで 請求中の公的年金制度名 年金の種類
(7ページ表1 より飽号を選択}

0 で囲んだ方 回んだ方
-老齢または退職

{下の(2) へお進みください。) -障害

司 い添付書類については、'/~ンフレツトの4ページの記号Bをご覧ください。

公的年金制度名
年金証書の年金コ}ド(4ケタ)、

(7ページ表 1 年金の種類 (自) 年 月
より記号を選択)

または記号番号等

-老齢または退職 昭和

-障害
年 月

. 
平成

-老齢または退職 昭和

-障害
年 月

平成

-老齢または退職 昭和

-障害
年 月

平成

(2) 左の7ページ「子の年齢要件aまたはbJに該当する子がいる場合には、氏名、生年月日および陣害の状態についてご記入

ください。 (3入目以降は余白にご記入ください。)

添付書類については、年金事務所にご相談ください。

{氏)
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[右のIDJページを記入する際の注意事項 E 
ご本人(年金を受ける方)，こよって生計を維持されている国偶者または子がいる方は、
以下の点に留意してご記入ください。

加給年金額について
加給年金額とは、ご本人(年金を受ける方)によって、生計を維持されている醍偶者または子がいる場合 l

に、加算される額です。

・厚生年金保険の被保険者期間が20 年以上ある方が、 65 歳到達時点(または定額部分支給開始年

齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算され

ます。

・65 歳到達後、被保険者期間が20 年以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている

下記の配偶者または子がいるときに加算されます。

対象者 年齢制限

配偶者
65 歳未満であること

(大正15 年4月1 日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません。)

-18歳になった後の最初の3 月31 固まで

子 -国民年金法施行令別表に定める障害等級1級・2級の障害の状態にある場合は
20 歳未満

毘偶者が年金を受け取っている柵舎には、加給隼傘"の加算が停止されるととがあります01 震当する方は「加給年金額

支鎗停止事曲目富当圃」の提出が必要となる場合があり容すので、下E ホームページをご覧になるか、年金事積所へ

お問い合わせください.

加給年金額の詳しい説明は、日本年金機構ホームページ(h均・//，州w.nenkin.gojp/l に掲較しています。ぜひご利用ください。
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6. 加箇年金額に闘する生計維持の申し立てについてご記入ください。

8ページで記入した毘偶者または子lま、ご本人(年金を受ける方)と生計を閉じ〈していることを申し立てる。(1iI明する。)

署名欄 d 
*ご本人(年金を受ける方)が自ら署名する潮合lま、押印は不要です。

代理人等がご本人(年金を畏ける方)の氏名を記入した場合は、押聞が必要です。

同一世帯でない場合で、生計同一に関する第三者の証明撲が必要な場合

には、以下の欄に記入、押印のうえご使用ください。

証明日 平成 年 月 日

証明者氏名 ⑪ 
T 

証明者住所

建物名

年金を受ける
(第三者の証明時:'事業主、家主、民生委員、町内会長など)

方との関係

i 【生計維持とは】 i

以下のEつの要件を満たしていると音、「生計
維持されている』といいます.

一ープ「→』轟があること

②冒F個岩室宇佐平が血1 車祉事温和L'1"L¥l>.:
ーι:
年収850 万円(所得655.5 万円)を将来:
にわたって有しないことが臨められる

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
・

※第三者にI立、民法よの三親等肉の続族lま含まれません.

(ご本人(年金を受ける方)によって、生計維持されている毘偶者または子がいる場合

(1)該当するものを Oで囲んでください。 (3人目以降の子については、余白を使用してご記入ください。)

配偶者または子の年収は、 850 万円未満ですか。 機構確認印

配偶者について はい . いいえ )印

子(名 )について はい . いいえ )印

子(名: )について はい . いいえ )印

「肱い」をOで囲んだ方は、iD付書頬が必要です.添付書頬については、年金事務所にご相敵〈ださい.

(2) (1)で配偶者または子の年収について「いいえ』と答えた方は、配偶者または子の年収がこの年金の受給権(年金を受け
取る権利)が発生したときから、おおむね5年以内lこ850 万円(所得655. 5万円)未満となる見込みがありますか。
該当するものをOで囲んでください。

lまい ・ いいえ

「はい』をOで囲んだ方は、添付書煩が必要です.添付書頬については、年金事務所にご相麟〈ださい.

平成 年 月 日 提出
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同ゐa ページを記入する際の注意事項 E 

《作成(記入)時の注意事項》

• r代理人J(委任を受ける方)欄については、ご本人(委任する方)が決められた代理人(受任する方)の氏

名、ご本人との関係、住所、電話番号をご記入ください。

・「ご本人』欄については、委任状を作成(記入)した日付、ご本人の年金程書または年金手帳の基礎年金

番号、氏名(旧姓がある方は、その旧姓もご記入ください。)、生年月目、住所、電話番号、委任する内容を
ご記入ください。

なお、委任する内容について、 1. -5. の項目から選んでO印を付してください。 (5. を選んだ場合には委
任する内容を具体的に記入してください。)
また、年金の「加入期間」や「見込額』などの交付については、希望される交付方法等をA.B. C. の項目
から選んでO印を付してください。

《来所時の注意事項》

.代理人が来所される場合は、代理人の方の本人確認書類が必要です。
(代表的な本人確認書類は次の①~③です。)

①運転免許証
②パスポート
③マイナンバーカード(個人番号カード)

*有効な住民基本台帳カード(顔写真付に限る)Iま③マイナンバーカード(個人番号カード)と問機に
取扱います。

*本人確認書類に記載されている氏名、生年月日及び住所は、委任状に記載されているものと同じである
ことが必要です。

本土記①~③をお持ちで無い場合は、お問い合せください。

-来所時に各種再交付申請書等を代理人(来所される方)が代筆で作成する場合は、ご本人の印が必要と
なります。(ご本人自署の再交付申請書等をお持ちの場合は、印は不要です。)

また、年金手帳等の再交付につきましては、取扱い上窓口での交付ができません。(上記交付方法を、
rA.代理人に交付を希望する』を選んだ場合であっても)ご本人様の登録の住所あて送付となりますので
ご了承ください。
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7. 代理人に手編曹を婁倍される場合にご記入ください。

委任状

代理人(来所される方)

コリガナ

ご本人

氏名 との関係

干 電話(

住所

建物名

私は、上国の者を代理人と定め、以下の内容を要任します.

Z本人事ご本人が必ず署名し、押印してください
同司平成年月日

基積年金
番号

フリガナ
大正

※署名・押印は必ずご本人が行って〈ださい.
生年月日 年 月 日

氏名 @ 昭和
(旧姓

T 電話(

住所

建物名

-委任する事項を次回項目から選んでOをつけ、 5を選んだ場合は委任する肉容を具体的にご記入ください。

1.年金の情求について

2. 年金の見込碩について

3. 年金由加λ期間について

委任する 4. 各種再交付手続きについて

内容 5. その他(具体的にご飽入ください.) 

-年金の「加入期間」や『見込額』などの交付について

A 代理人に交付を希望する 日本人あて郵送を希望する C. 交付を希望しない

※前頁の注意事項をお読みいただき、記入漏れのないようにお願いします。

なお、番伴校の言Pλ肉窓1::不備がホ「やLJ 本λ確摂が予告なI 、場合 l:t~相鰭 1::庶lてAわない~>-がホLJ主寸円
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右のaページを記入する際の注意事項 E 

『沖縄特例措置」について .. 

・沖縄特例措置の手続きがお済みの場合や、生年月日によって添付の必要がない駒田・・1.(3)2
があります。詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。，.

13 



(機構独自項目 t 明早{量1111113|o l 
-ご本人(年金を受ける方)が記入する箇所はE 二コの部分です。

!1.Z本人(年金を受ける方)について、ご記入ください。

進主主主

し〕

!間 1 1 1 1-1 1 1 1 1 1 卜 1 1 卜1 1 1 1 1 1 I 

手帳£号番号 I 1 1 1 1-1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1-1 1 1 I I 1 I 

(2) 以下の項目について「はい』または「いいえ」を0 で囲んでください。

1まい・いいえ

「いいえ』を0 で囲んだ方l立、 1ページの住所・生年月日の訂正を行ってください。

(3) 以下の項目に該当しますか。「はい」または「いいえ」をOで囲んでください。

1 
国民年金、厚生年金保険、または共済組合等の障害給付の受給権者で国民年金の任意

はい E いいえ
加入をした方は、その期間について特別一時金を受けたことがありますか。

2 昭和36 年4月l日から昭和47 年5月14 日までに沖縄に住んでいたことがありますかD はい・いいえ

2. E 偶者についてご記入ください。

l詩話I1 I I卜II I I I I I I I I卜11 1- I I I I 
手品番号II I I 卜II I I I I I I I I 卜II I I I I I 

14 



[右のiGページを記入する際の注意事項

ご本人(年金を受ける方)が田偶者によって生計を維持されている場合は、以下の点に
留意してご記入ください。

振替加算について

振替加算は、ご本人(年金を受ける方)が毘偶者によって生計を維持されている場合に、ご本人(年金
を受ける方)の年金に加算されます。

・配偶者の「特別支給の老齢厚生年金jや『老齢厚生年金」に加算される加給年金額は、ご本人(年金
を受ける方)が65 歳になると自分の老齢基礎年金を受けられるため、加算されなくなります。
その際、加給年金額の代わりにご本人(年金を受ける方)の老齢基礎年金に加算されるのが振替加
算です。

・ご本人(年金を受ける方)の被保険者期聞が20 年以上の老齢厚生年金(退職共済年金)等の受給
権者であるときは、加算されません。

【国偶者】

【ご本人】

60 歳

夫

(妻)
報酬比例部分

[生計を維持されている) 妻
(夫)

65 歳

65 歳

振替加算の詳しい鋭明は、日本年金機構ホームページ(h枕p://州 w.nenkin.gojp/) に掲載しています。ぜひご利用ください。

15 



3. 振嘗加算に関する生計維持の申し立てについてご記入ください。
」一一一~ 一一一 一一一 一一一一 一一

8ページで飽入した国偶者はご本人(年金を受ける方)と生計を同じくしていることを申し立てる。(I!E明する。)

署名欄 吐
*ご本人(年金を受ける方)が自ら署名する場合は、押印は不要です。

代理入等がご本人(年金を受ける方)の氏名を記入した場合I土、押印が必要です。

同一世帯でない場合で、生計同一に関する第三者の証明*が必要な場合

には、以下の欄に記入、押印のうえご使用ください。

証明日 平成 年 月 日

証明者氏名 ⑪ 
干

証明者住所

建物名

年金を受ける
(第三者の証明時.事業主、家主、民生委員、町内会長など)

方との関係

※第三者には、民法上の三親等肉の親族は含まれません。

…1 【生計維持とは】 i"・H ・...・ H ・".

:以下の2つの要件を満たしていると昔、「生計
:維持されている」といいます.

峰雄あゑ孟ι
fI'Jl -g:.同情上、戸品量『居合芝

E単身経佳ぜ就〈
が住民県上lまJ
を共にしている

②ζ塞ムi主金圭E何十品肯1が担1 車祉事遭が.

」工~孟よ
年収850 万円(所得655. 5万円)を将来:
にわたって有しないことが偲められる。

.刷.............................................

( ご本人(隼金を受ける方)が毘偶者によって生計雄持されている場合

該当するものをOで囲んでください。

(1)ご本人(年金を受ける方)の年収は 850 万円(所得655. 5万円)未満ですか。

はい ・ いいえ |機構確認印 I( )印|

「はい」をOで囲んだ方は、添付書頬が必要です.バンフレヅトの3ページの書号2をご覧ください.

(2) (1) で「いいえ」をOで囲んだ方l立、ご本人の年収がこの年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生したときから、

おおむね5年以内に850 万円(所得655. 5万円)未満となる見込みがありますか。

該当するものをOで囲んでください。

はい・ いいえ

「はい』をOで囲んだ方は、還付書量置が必要です.パンフレットの3ページの醤号2をご覧ください.

年金事務所等の確隠事項

ア健保等被扶養者(第3号被保険者) エ義勝教育終了前 平成 年 月 日 提出
イ加算額または加給年金額対章者 オ.高等学校等在学中
ウ国民年金保険料免除世帯 力源皐徴収票・所得恒明等

16 



[右の18ページを記入する際の注意事項 E 
年金の受け取りに必要な資格期間に含むことのできる合算対象期間(カラ期間)の確認のた
め、各項目の記入方法をご確認のうえご記入ください。
なお、ご相般の結果、合算対象期間(カラ期間)を含めて、資格期聞が25 年以上となQ場合
などには、別途、確認に必要な書類の提出をお願いすることがあります。

*合算対象期間(カラ期間)は昭和36 年4月以降が対象となります。
*ご記入いただきました内容に応じて、年金に必要な資格期間を確認するため相談担当者が詳細を
伺うことがありますのであらかじめご了承ください。

*合算対象期間(カラ期間)は、年金の受取額には反映されまぜん。

①について

・婚姻してい否方(過去に婚姻したことがある方)は「はいjとしてください。
『はい』とした方は質問事項に回答してください。

l ・他の配偶者と婚姻期聞がある方let 、余白または別の紙を使って記入してください。
・『はい』とした方のうぢ、ご相談の結果、資格期聞が25 年以上となる場合などには
婚姻期間カt確認でき否戸籍謄本などの提出をお願いすることがあります。

・「いいえJ の方は②に進んでください。

②について

l・20 歳以降60 歳未満開生であった期聞が腕方は蜘J としてください。
「はい』とした方はその期聞をご記入ください。

*平成 3年 3月までの期聞が対象となります。
I *夜間部・通信制lま対象となりません。

*専修学校・各種学校(一部学校のみ)は昭和 61 年4月以降が対象となります。
I・『はい』とした方のうち、ご相談の結果、資格期聞が25 年以上となる場合などには在績
| 証明書などの提出をお願いすミることがあります。
・「いいえ』の方は③に進んでください。

17 



合算対象期間(力ラ期間)に閲する申立書

合算対象期間(カラ期間)を確認するために、①から⑤までの全ての項
目に「はいJ または「いいえ」をOで囲んでいただき、 「はい」をOで囲
んだ方は、，輔泉内の全ての項目をご記入ください。また、すべての項目に
ついてご自身の年齢でご記入ください。

20 ペーラに署名または記名・押印をいただき、年金請求書から切り取
らずご提出ください。

① 婚姻している(していた)期間はありますか。

ぐ1ましf:『句唱，ー-ー-

〈Z1いえ〉
‘-.同-- ( )歳頃~現在

または
( )歳頃，....， ( )歳頃まで

ミ5か該当す否ちのをOで囲んでいただき、 「受けている」をOで囲んだ方
は年金の種類をOで囲んでいただき受給期間をご記入ください。

〈:号""(l，¥き::→ くこ号民唾:今接〉〈:唾互今:〉
(i~i-c~tJl，\:) I I ( )歳頃~現在 | 

~ー十一' または

I I ( )歳頃，....， ( )歳頃まで

，.・E・・・ーーーー・・・・ーーーー...骨 4・.晶・・・ーー骨骨ー-ー←句...一昨・一ー._._------・E・-ーーーー・

②20 歳ψ以降に大学院・大学・短期大学・専修学校・各種学校の学生であった
期間がありますか? (夜間部・通信制は除きます〉

ぐはい:
学生であった叙聞をご記入くださいo

句、司・ーーー--

どし、し1え〉
旬、ーー ーー" • ~..・

‘ 
18 



河ゐmページを記入する際の注意事項 E 

、~

③について

.20 歳以降60 歳未満に海外に住んでいたことがある方は『はい』としてください。
『はい』とした方はその期間をご記入ください。

・ nまい』とした方のうち、ご相般の結果、資格期聞が25 年以上とな否場合などには戸
績の附震などの提出をお願いす否己とがあります。

・『いいえ』の方は④に進んでください。

④について

-帰化した方、外国人で永住許可を受けている方は『はいjとしてください。
「はい』とした方はその時期をご記入ください。

本 65 歳になるまでに帰化または永住許可を受けた方が対象となります。
市外国籍である(あった)方は昭和 56 年12 月までは国民年金に加入できなかったこと
から原則として合算対象期間(力ラ期間)となります。

• rはい』とした方のうち、ご相談の績果、資格期聞が25 年以上とな否場合などに
は戸籍謄本、永住許可を受けた日が確認できる書類などの提出をお願いすること
があります。

・「いいえ』の方は⑤に進んでください。

⑤について

・ア~ウをご確留いただき、該当す否ものがありましたち「はい』とし、該当す
る記号を0 で囲んでください。

• nまい』とした方のうち、ご相談の結果、資格期聞が25 年以上となあ場合など
には共済組合が発行す否恒明書、年金臨書、蟻員の在職証明などの提出をお願
いすることがあります。

・「いいえ』の方は注意事項に進んでください。

署名欄について

すべての確認項目のご記入が終わりましたら、請求される方の署名または記名・押印をしてくだ
さい。
代理人の方の住所、電話番号については、委任状に記入いただいておりましたら記入不要です。
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「18 ペ一歩の続き

③ ψ 
海外に住んでいた期聞がありますか?

〈はりユ
〈丸、し1え、、
、ー・ー'

?ずrヤ十?戸F叫州拘i幅山語( )時( )闘でI
-E一 一一……一一一一一

④ ψ 
外国籍であ否方(あった方)で帰化または永住許可を受けていますか?

四ーー『ーー， ..i帰化または永住許可を受けた時期をご記入ください。 I

どはい 1
〈いいえ:、
、ー「・ー'

つ | ( )歳頃I
E 

⑤ ψ 
ア~ウに該当するものがありますかフ

ア.厚生年金保険・船員保険・共済年金で一時金を受けたこと
イ.公的年金制度から障害年金または遺族年金を受けたこと

ウ.本人か配偶者が昭和61 年3月以前に国会議員や地方議会議員であった期聞があ否ごと

，ーーー、、. .j該当する記号をOで囲んでください。

ぐはHLJi z - -i 

diし台I 〈:D IY〉 〈ゥ:〉I
' l 勾宇官 」

」..注意事項をご確認ください。〈 目

注意事項

上記の質問欄のほかに恩給法によ.Q年金、執行官法による年金、旧令共済組合等による年金を受けてい
た場合や、国民年金の任意脱退の承認を受けた期間bかある場合は年金事務所等窓口でこ粗談ください。

↓ 
請求され否方の署名または記名・押印をしてください。

注意事項を確認し記入したことを申し立てます。

|請求者氏名 | ⑨|※自署した場合岬印l訴要です。

: 代理人肥入欄
J ※代理人記入欄は代理の方が記入したときのみ記入してください司'._-----------・・・・

代理人氏名 ⑨ ※自署した場合は押印は不要です。

請求者との関係

住所
T 

連絡先電話番号

20 



E歪*>.. (右の 22 ページをE 入する隠の注意事現

EALE-主主孟宜主{i}}i主.l.!!凪量a・
あなたが組合員として勤務されたことがあり、退職時に退職一時金の支給を

受けたことがある場合、老齢厚生(退職共済)年金を受ける権利を有すること
になったときは、この退職一時金の額に利子に相当する額を加えた金額を返還
していただくことになります。

0 退職一時金の返還制度の概要

退職一時金は、昭和 54 年 12 月までに組合員期聞が 20 年来満で退職された方に
支給されていた制度です。
この制度は、昭和 61 年 4 月に行われた共済年金制度の改正により、過去に退職一時

金の支給を受けた方の組合員期間についても、退職一時金を受けていなかった方と全
く同じ計算方式による共済年金が支給されることになりました。
このため、同ーの組合員期間について年金と退職一時金の二重の給付が行われるのを

防止するための措置として、退職一時金の返還制度が実施されることになりました。
ただし、退職一時金の全額の支給を受けている場合(将来の年金を受けるための財源

を残していない場合)に限つては、その退職一時金の基礎となった加入者期間と、そ
れ以外の公務員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(第 2 号および第 3 号厚生年
金被保険者期間)とを合計しても 20 年未満の場合には、退職一時金の基礎となった
期間は年金額の計算の算定基礎にはなりませんので、その期聞に基づいて受給した退
職一時金については返還する必要はありません。

0 返還方法の注意事項

rZJの現金での返還を行う際には、金融機関にて別途払込手数料が必要な場合が
あります。

置itZEUiutI掴Iiilllll_

組合員および組合員であった方が刑に処せられたとき等は、改正前の国家公
務員共済組合法・地方公務員等共済組合法による職域加算額(経過的職域加
算額)に給付制限が行われます。

0 給付制限の概要
/ 

組合員または組合員であった者が禁鋼以上の刑(懲役刑・禁鋼刑)に処せられたとき、
組合員が免職、停職の懲戒処分を受けたときまたは組合員(退職後に再び組合員となっ
た者に限る。)若しくは組合員で、あった者が退職手当支給制限等処分を受けたときは、
職域加算額の全部または一部の制限が行われます。
禁鋼以上の刑に処せられてその刑の執行を受けるときは、その刑の執行が終るまで、

職域加算額の全額が支給停止となります。
ノ

且温~l)llH4@;岨圃凪a

厚生年金の請求手続きにより、平成27年9月までの共済組合等の加入期間
に基づき支給される経過的職域加算の手続きも併せて行われます。
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[退職一時金受給額の返還に係る項目l
「あなたが受給した退職一時金に係る返還見込額』欄に返還額の記載のある方のみ、下記の
「返還方法」および「署名欄』にご記入をください。

0 あなたが受給した退職一時金に係る返還見込額

あなたが退職時に受給した退職一時金に係る返還見込額は、次のとおりです。

| 退職一時金に係る返還見込額 | ………円|
※上記の金額は、支給開始年齢到達時において老齢厚生年金の受給権が発生した場合の見込額
です。実際の年金決定において受給権発生時点が異なった場合は、返還額も異なることとな
りますのでご了承ください。

※退職一時金を 2 回以上受給している方については、合算して返還見込額を記載しています。

0 返還方法

希望する返還方法の番号を0 で囲んでください。

1 年金の支給期ごとにその支給額の 2 分の 1 を返還に充当する。

(年金から控除されますので、手続きが不要です。)

1年以内に現金で一括または分割して返還する。

2 ι(現金での返還の場合、払込手続きが必要となります。)

※後日、払込手続きについて、共済組合からご案内させていただきます。

※ f2J により現金での返還を希望された場合でも、 1年以内に全額の返還が行われていないとき
は、 f1Jの返還方法に変更させていただきますので、ご了承願います。

よ記の返還方法で返還することを申し立てます。

| 署名欄 | ⑮ 

※年金を受ける方が自ら署名をする場合は、押印は不要です。

(代理人等が年金を受ける方の氏名を記入した場合は、押印が必要です。)

次の事項に該当する場合は、チェック(図)を入れてください。

1 組合員として懲戒免職または停職の処分を受けたことがあります均、

口ある

2 組合員として退職手当の支給制限等処分を受けたことがありますか。

口ある

3 禁鋼以上の刑に処せられたことがあります力、

口ある
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E 函D・|右の24 ページを記入する際の注意事項 | 

[昭和~年m月g 日以前に退職された経歴のある方へ I 
退職一時金返還について、ご案内します。

退職一時金の返還

過去に退職一時金の支給を受けた方が、その後、老齢厚生年金を受けることに

なったときは、その退職一時金として受けた額に利子を加えて返還していただく

ことになっています。

①退職一時金の返還がなぜ必要なのか

退職一時金の制度は、昭和54 年12 月31 日まであった制度です。

昭和61 年4月の年金改正により、退職一時金の支給を受けた方について、退職一時金を受けてし、なかった方と全く同じ計算方式

による年金が支給されるとととなりました。このため、同一期間について年金と退職一時金の二重の給付が行われるのを防止する措

置として、退職一時金の返還の仕組みが講じられました。

ただし、退職一時金の全額の支給を受けている場合(将来の年金を受けるための財源を残してしずよい場合)

に限り、その退職一時金の基礎となった加入者期間と、それ以外の私学共済制度の加入者である厚生年金保険

の被保険者期間(私学共済厚生年金被保険者期間)とを合計しても20 年未満の場合には、退職一時金の基礎となっ
た期間は年金額の計算の算定基礎にはなりませんので、その期間に基づいて受給した退職一時金については返

還する必要はありません。

②返還鍾2宣筆
退職一時金の返還額は、支給を受けた退職一時金の額に、利子相当額(一時金が支給された月の翌月から年金の受給権が発

生する月までの期間につき、政令で定める利率により複利計算した額)を加えた額です。

年金の受給権が発生するまでの利息計算とされていることから、あらかじめ返還Lていただくことはできない仕組みとなっています。

[3ページに印字されていない私学共済の加入期聞がある方へ E 
3 ページ(続紙を含む)に印字されている期間以外に私掌其溶の年令加入期間(退職一

時金金額受給洛期間合すp) がある場合は、その期間を右欄にご記入ください。

「国会議員・地方議会議員の就任期間がある方へ E 
国会議員や地方議会議員であった期聞がある場合は、その期間を右欄にご記入ください。

(就任中である場合は、 「退任年月日」の欄に「就任中」とご記入ください。)

海外の年金制度の加入期聞がある方へ | 
日本以外(海外)の年金制度に加入したことがある場合は、右欄にご記入ください。

[経過的職制日算について

厚生年金の請求手続きにより、平成 27 年 9 月までの共済組合等の加入期聞に基づき支

給される経過的職域加算の手続きも併せて行われます。
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(日共済独自項目 ] 

[退職一時金返還について I 
23 ページの説明をお読みいただき、発望寸'o護運台怯安門官l羽λ，マ写ど炉大い a

退職一時金返還見込額が*円の場合は記入不要です。

l 退職一時金返還見込額 目 *，***，***円

※上記の金額は、支給開始年齢到達時において老齢厚生年金の受給権が発生した場合の見込額です。
実際の年金決定において受給権発生時点が異なった場合I立、返還額も異なることとなりますので、ご了承ください。

希望する返還方法(1または2)をOで囲んでください。

私は、返還すべき額を年金の支給期ご
年金の支給期ごとに支給額の2分の1を差し引き、返還額に遣するまで
差し引いて返還する方法です。

1 とにその支給額の2分のlずつ順次控 返還の期限はありませんので、返還が完了するまで長時間かかる場合

除することにより返還します。 もありますが、返還績が変わることはありません。また、在職中等で年金
が全額停止されている聞は、返還が生じませんE

2 
私は返還すべき額をl年以内に一括年金が決定されてから1年以内に、払込通知書により一括または分割で
または分割で返還します 金融機関から払い込むことにより返還する方法です。

(払込通知書は、年金決定後にお送りします固)

※ r2J の返還方法につきましては、 1年以内に返還しなければなりませんし、金融機関から払い込むお手数をおか

けすることになりますので、年金支給額から差し引いて返還する rlJ の方法をお勧めします。

[3ページに印字されていない私学共済の加入期間について I 
加入学校名 資格取得年月日 退職年月日

1 
昭 昭
平 年 月 日 平 年 月 日

2 
昭 昭

平 年 月 日 平 年 月 日

3 
昭 昭
平 年 月 日 平 年 月 日

[国会議員・地方議会議員の就任期間について l 
議会名称

就任年月日
退任年月日

(議員となった年月日)

1 昭 昭
平 年 月 日 平 年 月

2 
昭 昭

平 年 月 日 平 年 月 日

3 
昭 昭
平 年 月 日 平 年 月 日

[海外の年金制度の加入期間について l 
国名 加入期間 相手国についての年金請求書類の送付を今回希望しますか。

(自)
(至)

1.希望する 2・希望しない

(自)
L希望する 2.希望v.よい

(至)
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[年金請求書の提出先について]

この年金請求書は、窓口で確極いただくことがあるため、持参により下記の提出先にご提出ください。

(添付書類が揃っていることをご確認ください)

*詳細は同封のパンフレットでご確認ください。

*窓口での手続きには、予約相談をご利用ください。お申し込みは「ねんきんダイヤル」へ!

最後に加入していた年金制度

国民年金

または

共済組合

①金工.Q2IJlIム塑血が国民年
金第1号被保険者(自営業

』 者など)期間の方 ! 
、‘ーーーーーーーーーーーーーー・・・/

年金踊求書の提出先

市(区)役所または

町村役場の国民年金

の担当窓口

f②①以外の方(国民年金 句、

第3号被保険者・厚生
白 年金保険や共済組合の
i 加入期間がある方※など
、ー・・・・ーーーーーーーーーーーーー' お近くの年金事務所

厚生年金保険

※共済組合等の加入期間がある方についても、年金事務所に年金請求書(日本年金機構より送付したもの)を提出することで、
共済組合等に加入していた期間の年金を請求することが可能です。

・同封の「全国年金事務所所在地一覧』をご活用ください。

なお、年金請求書の受付は、全国どこの年金事務所および街角の年金相談センターでも承っております。

*国民年金第1号被保険者とは、日本圏内に住所のある20 歳以上60 歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の
方です。

*国民年金第3号被保険者と|立、厚生年金保険の被保険者(民閉会社員等)や共済組合の組合員(公務員等)に扶養されてい
る20 歳以上60 歳未満の配偶者(年収が130 万円未満の方)です。

盟申
。窓口での手続きには、予約相談をご利用ください。

お申し込みは「ねんきんダイヤノレ|へ!

ナピ'91''TJI!a> 1 0570 ー05-1165 I 

お問い合わせの際は、基盤生金量丑がわかるものをご用意ください。
午前 8 3 O~午後 7:00

く受付時間〉 …噂一 一
~金曜日 午前 8 3 O~午後 5 : 1 5 

第 2 土曜日 午前 9 3 O~午後4:00

*月曜日が祝日の場合は、翌閉所日に午後7，00 まで相談をお受けします。

*祝日(第 2 土曜日を除く)、 12 月四日-1月3日はご利用いただけません。

。ナピダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話

以外(携帯電話等)からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります.

。 r03-6700-1165J の亀話番号におかげになる場合は、通常の通話料金がかかります。

。 r0570J の最初の rOJ を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になるケースが発生しています。おかけ間違いにご注意ください。

。月曜日などの休日明けや、お手元にお知らせが届いた直後 (5 日間程度)は電話が大変込み合うことがあります。

週の後半または月の後半がつながりやすくなっていますので、どうぞご利用ください。

。代理人(ニ親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の方の基礎年金番号も必要となります。

15111018001 
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料金後納
郵便

親

展

(男IJ 添 3)

「事輔 -{ι宇午前叫|I jl9u-u/droll・U阿ueu'M品品//:~Il

i~率宰;;)..刈一口く c;..þ8，q.くEパ~(基金量出i!~~凶:::!1\Wf~CO写書

.lfl手 i tl.-lr.'*'Y~1γ時:t'.，l J嘘~予範囲~毒ω=.f.:t'.，l匂半.lf

|け♀詳〉躍毅三李珍磁::1嶋揮凶 | 

【表面】

固

年金を受け取るためのお知らせです。(開封前に宛名をご確認ください)

③日本年金機構

できるだけお早めにお近くの年金事務所ヘ提出してください!

下車のダイヤルでご苓納の上‘お越し〈ださい。
ご予約がないと隼金事務R所野盟憲Eロにおいてお待ちいただ〈ことがあります. 

. 略g ご訓相棚敵や例予鞠約の申凶叫みはこち砧ら胤ん抑イ仰ヤ切刷ル川) 

h」 aZ|0570 ー 05-11651
・白ー・・Q!)050 から始まる電信でおかけになる場合は

す1:9干物'JIi⑧ .Q.a-6700-1165 
お問い合わせの際は、基盤基金量量がわかるものをご用意ください。

く受付時間〉
同園田午前8~~n-年掛7 ・ 00

ar l!_骨DIIR 午 前B ・2 口~午椿 5 ，15

箪 E 士 曜 日 午 前 9' :'1 0 -'1ユ掛 4. 0 0

*月嘱目が祝日田場合1;1:，翌日以降回開所日初日に午聾 7，00 まで相肢をお畏けします。
場祝日(軍 2 土橿目を除()、 12 月29 日-1月3日はご利用いただけません.
ホ代理人(ニ親等以向)田方からお問い合わせし、ただ〈塙音l主、ご本人の基礎年金番号、
代理人白方の基礎年金番号も必要となります.



【裏面】

【書類の提出先について】

お送りした書類I立、窓口で確思いただくことがあるため、持参により下位の提出先にご拠出ください。

(添付書類が揃っていることをご確毘ください)

最後に加入して
いた年金制度

①金工血血ム塑血が
国民年金第 1号被保険者
(自営業者など)期間の方

金

t
合

年
・
出
組

民
防
済

圏

E
共

②①以外の方(国民年金第 3 号
被保険者・厚生年金保険や共
済組合の加入期間がある方な
ど)

厚生年金保険

書績の蝿出先

市(区)役所
または

町村役場の
国民年金の
担当窓口

お近くの
年金事務所

Iご予約はこちら 1 
1 0570-05-11651 
l (ねんきんダイヤル) J 

-お送りした書類の受付は、上記の提出先にかかわらず全国どこの年金事務所および街角の年金相談

セン聖一等でも承っております。

|年金崎求書在中 I(開封して必ずお臨みください)

請求書はお返ししません。必要に応じてコピーを取っていただきますよう
お願いいたします。

(差出人住所)

干168-8505 東京都杉並区高井戸西3T 目5番24 号

※差出人住所は、書類の提出先ではありません。
上記の赤い四角で囲んだ部分の提出先にお願いします。



(別添 4)

ねんきんダイヤルについて

日本年金機構では、平成 28 年 10 月から全国の年金事務所で年金相談の予約

を実施しています。年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年

金についての相談を希望する方は、ぜひ、予約相談をご利用ください。予約相

談の受付は、「ねんきんダイヤル」で行っています。

一般的な年金相談に関するお問い合わせ

Iねんをんダイヤルj

0570 回05-1165 什ピダイヤJ叫

050 で始まる笥話でおかl才になる場合は

03 ・6700
受付崎間:月曜日

火~金曜日
第2土曜日

午前8:30- 午後7:00
午前8:30:- 午後5:15
午前9:30- 午後4:00

難用銀日が祝日の場合は、翌日以降の蝿斎B 初日!こ午後7:∞2露首自臓をお受けします.
機銃自{鄭2土圏18 を除<l‘12 月298-1 周3日除ご利用いただけません.

ノ

※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。



(別添5)

7. 代理人に手鱒曹を聾佳される場合にご記入ください.

震佳抹

代理入〈豪腕柿，11)

フリ:ガナ

ご本人

氏名 との関係

〒 電話(

住所

建物名

草色隊‘.l:Eの宥を代理人と定め、以下の内容を聾佳し志す.

l作 成 日 | 平 成 年 月 白
Z本人ば本人が必ず事札、押印 し て 〈 酷 い . 一 ー |

畠砲隼量
番号 ー

フリ:ガナ
大正

帯署名・押印は必ずご本人出行ヲて〈ださい.
生年月日 年 月 日

氏名 @ 昭和
{掴錐

? 電醤{

住所

建物名

.聾佳する事項聖夜母項目から選んでOf:つ吋‘Sを選んだ場合は聾倍する同審査具体的にごEλ 〈ださい.
1. .量的副理について

2 隼童向見込甑について

3. 隼量骨組λ湖周について

豊肉怪審す4
4. 書橿再交付手厳曹について

5. その他【具体的にごE 入〈ださい.)
} 

-隼宣由『加入期間』や『毘込醤Jなどの茸付について

A 代理人に交付苦軸湿する B. ，巨人あて劃送を培置する c. 交付を肴鍾し指い

来前買の注.事項をおaみいただき、記入渇れのないようにお願いします.

なお、$怪校のIi!λ肉容に不信があったり.本人画書盟がで告ない温舎はご箱路に広L:られないことがあり家す倫

※本委任状は、年金請求書12 ページにあります。



: 7. 代理人に手続きを露倍される場合にご飽入ください.

委任状

代理人情南される剖

(記入例)

フリガナネシキシジロウ 署名は必ず請求者ご本

氏名存会 ユ杯 出ご本鵬人 争 人が行ってください。
本人が署名、押印が出

住所千 168-xxxx 電信 ( 090 ) x x x x -x x x x 来ない場合は、福祉・

杉且之 0000 I-H 酬名 施設職員が記名の上で、

私肱‘上毘白書幸代理人と定時.以下由肉書奇書怪し車す. ご本人の印章・印鑑を
使用して押田レてくだ一・ 糊日平成四年×月×日 1-日' さ 1、

』串A 申ご本人が必ず署名L 押印して〈ださい， .-oo"""t'""1 ¥ CV  10 

x 1 x 1 x 1 - Ix l  x 以イペ 1 x 
ヲリガナ キLキシ ハナコ 4a 大E

指署名・押印""ず=草人が行っτ<tt.宰い. ⑩ 生年月日国岳xx年 xx月 XX目
氏 名ヰ企 品~

【旧植 〉

'f 168 国 0071 電話( 090 1234 -x x x x 
住所

HJthZ JL升PJQ 3-5-24 建物名 0 0 マシンヨシ 205 苦-t

佳する事唱を'"の明日から置んでOをつけ..壷選んだ唱曲は彊佳する同容を晶体的"ご~^<ださい.

et惇gg*金-の柿京について
の見込聞について

の加λ嗣聞について

盤佳ずる 岨再宝村平曲曹"ついて

内容 の怯I具体的にごE入〈ださい.l

-年金 『釦入瑚間Jや「見込圃，"ど由良何について

Aa 代人にま付を相する 国車人あて圃追を相する C 宮付奮闘はい

策信問お頁.の注念事項を"お由縫e いz不た倒だがきあ.記っ入た漏り降れ水の人な種い盟よがうでにきおな細いい渇しま合すr;t~ご梱凶に応じられf tJ ーがあり撃す【

ご本人に代わり請求書を
提出する場合には、 1に
丸を付けてください。

12 




